
議案第１９号

　　　海老名市海老名駅駅舎部自由通路設置条例の一部改正について

　海老名市海老名駅駅舎部自由通路設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定

める。

平成２７年２月２６日提出

海老名市長　　内　野　　優

提案理由

　海老名駅西口地区のまち開きに向けて新たに設置する駅間部、西口部を含めた海老

名駅自由通路の一体的な管理に係る事項を定めたいため



海老名市海老名駅駅舎部自由通路設置条例の一部を改正する条例

海老名市海老名駅駅舎部自由通路設置条例（平成２１年条例第２７号）の一部を次のよ

うに改正する。

　題名を次のように改める。

　　　海老名市海老名駅自由通路設置条例

　題名の次に次の目次及び章名を付する。

目次

　第１章　総則（第１条・第２条）

　第２章　管理（第３条一第２９条）

　第３章　行為の制限（第３０条一第３９条）

　第４章　雑則（第４０条）

　第５章　罰則（第４１条）

　附則

　　　第１章総則

　第１条を次のように改める。

　（目的）

第１条　この条例は、海老名市海老名駅自由通路（以下「自由通路」という。）の設

　置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、歩行者の安全で快適な往来の利

　便に資することを目的とする。

　第２条の見出し中「及び位置」を「、位置及び区域」に改め、同条第１項の表名称

の項中「駅舎部」を削り、同条第２項中「隣接する鉄道施設等区域を除いた通路を構

成する通路床面、天井及び壁面並びに」を「歩行に供する通路（階段、エスカレータ

ー及びエレベーターを含む。）並びに通路を構成する柱、基礎、天井及び壁面」に改

め、同条の次に次の章名を付する。

　　　第２章　管理



　第３条中「ものとする」を「ことができる」に改める。

　第７条中「市長は」の次に「、前条第１項の規定により候補者を選定したときは」

を加える。

　第８条中「団体を］の次に「候補者として」を加える。

　第１１条第１項中「関して」を「関する」に改め、同条第２項中第６号を第８号とし、

第３号から第５号までを２号ずつ繰り下げ、第２号を第３号とし、同号の次に次の１

号を加える。

　（４）　指定管理者が収集し、保管し、又は利用する個人情報の保護に関する事項

　第１１条第２項第１号の次に次の１号を加える。

　（２）　利用料金に関する事項

　第１４条第１項第１号中「前条」を「正当な理由なく前条」に改める。

　第１５条を削る。

　第１６条を第１５条とする。

　第１７条中「若しくは備品等」を「、備品等」に改め、同条を第１６条とする。

　第２７条を第４０条とし、同条の次に次の１章を加える。

　　　第５章　罰則

第４１条　次の各号のいずれかに該当する者は、５０，０００円以下の過料に処する。

　（１）　第１９条第５項に規定する市長の命令に従わない者

　（２）　第３０条第２項に規定する市長の命令に従わない者

　（３）　第３３条第３項に規定する市長の命令に従わない者

　第２６条の見出し中「使用許可」を「占用許可」に改め、同条第１項中「使用者」を

「占用者」に、「使用」を「占用」に改め、同項第３号中「使用料」を「占用料」に

改め、同条第２項中「使用者」を「占用者」に改め、同条を第３９条とし、同条の次に

次の章名を付する。

　　　第４章　雑則

　第２５条中「使用者」を「占用者」に、「使用」を「占用」に改め、同条を第３８条と

する。



　第２４条（見出しを含む。）中「使用料」を「占用料」に改め、「場合」を「とき」

に改め、同条第１号中「使用」を「占用」に改め、同条第２号中「使用者」を「占用

者」に、「使用」を「占用」に、「ができない」を「ができなくなった」に改め、同

条を第３７条とする。

　第２３条中（見出しを含む。）中「使用料」を「占用料」に改め、同条を第３６条とす

る。

　第２２条の見出しを「（占用料）」に改め、同条第１項中「前条第２項」を「第３３条

第２項」に、「使用」を「占用」に、「使用者」を「占用者」に、「別表に掲げる額

の使用料」を「別表第２に掲げる金額の占用料」に改め、同条第２項中「前項」を「

占用者は、前項］に、「使用期間」を「占用期間］に、「場合の者」を「許可」に「

使用料」を「占用料」に改め、同条を第３５条とする。

　第２１条の見出しを「（占用許可）」に改め、同条第１項中「自由通路を使用」を「

自由通路に次の各号のいずれかに該当する工作物、物件又は施設の設置による継続的

な使用（以下「占用」という。）を」に改め、同項に次の６号を加える。

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

電線その他線類、郵便差出箱又は公衆電話所

自由通路に隣接する建物等から接続する通路その他これらに類するもの

物品置場その他これらに類するもの

広告板、掲示板その他これらに類するもの

立て看板、旗ざお又は幕

前各号に掲げるもののほか、歩行者の通行又は自由通路の管理に影響を及ぼ

　　　すおそれのあるもの

　第２１条第２項中「前項の規定による使用」を「前項の占用」に、「当該使用」を「

当該占用」に改め、同条第３項を次のように改める。

３　市長は、第１項に規定する許可を受けずに同項各号の占用をしたと認められる者

　に対し、当該行為の中止その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

　第２１条を第３３条とし、同条の次に次の１条を加える。

　（占用期間）



第３４条　占用の期間は、規則に定める期間を超えることができない。ただし、更新

　を妨げない。

　第２０条を削る。

　第１９条の見出しを「（禁止行為）」に改め、同条第１項中「第２１条第２項］を「第

６号及び第７号に掲げる行為については、第１９条第１項の承認（第２９条において準用

する場合を含む。）又は第３３条第２項」に改め、同項各号を次のように改める。

　（１）　自由通路の施設その他の設備を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又はこれ

　　　らのおそれのある行為

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

球戯、ローラースケート、スケートボードその他これらに類する行為

集会、デモ、座込み、寝泊り、仮眠、横臥その他これらに類する行為

勧誘行為

火気類又は危険物の使用

物品等の販売又は配布

道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第１項第８号に規定する車両又

　　　は同項第１１号の２に規定する自転車を乗り入れ、又は停めておくこと。

　（８）　前各号に規定するもののほか、公益上又は管理上支障を及ぼすおそれのある

　　　行為

　第１９条第２項中「講ずることを」を「講ずるよう」に改め、同条を第３０条とし、同

条の次に次の２条を加える。

　（利用の禁止又は制限）

第３１条　市長は、自由通路の損傷その他の理由により、その利用が危険であると認

　められる場合又は自由通路に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合に

　おいては、自由通路の全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。

　（利用の禁止及び制限規定の準用）

第３２条　前条の規定は、指定管理者について準用する。この場合において、「市長

　」とあるのは「指定管理者」と、「自由通路の全部又は一部の利用を禁止し」とあ

　るのは「市長の承認を得て、自由通路の全部又は一部の利用を禁止し」と読み替え



　るものとする。

　第１８条中「管理業務に従事している者（以下「従事者」という。）」を「従事者」

に改め、同条を同条第２項とし、同項の前に次の１項を加える。

　　指定管理者及び管理業務に従事している者（以下「従事者］という。）は、個人

　情報を収集し、保管し、又は利用するに当たっては、海老名市個人情報保護条例（

　平成１７年条例第１３号）の主旨を十分尊重し、個人情報の保護について必要な措置を

　講じなければならない。

　第１８条を第１７条とし、同条の次に次の１２条及び章名を加える。

　（自主事業）

第１８条　指定管理者は、事前に市長と協議の上、自由通路においてイベント開催、

　市長が設置する電子看板等による有料広告その他の自主事業を行うことができる。

　ただし、自主事業が自由通路の占用を伴う場合は、第３３条第１項の規定により市長

　の許可を受けなければならない。

　（利用の承認）

第１９条　自由通路を利用しようとする者は、次に掲げる行為を行う場合には、あら

　かじめ指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しよう

　とする場合も同様とする。

　（１）　募金、署名活動、広報活動その他これらに類する行為

　（２）　催事、興行その他これらに類する行為

　（３）　音楽活動その他これらに類する行為

　（４）　業として行う写真又は映画等の撮影

２　指定管理者は、自由通路の管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条件

　を付すことができる。

３　指定管理者は、第１項の利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるとき

　は、利用の承認をしないものとする。

　（１）　公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

　（２）　自由通路に損害を与えるおそれがあるとき。



　（３）　自由通路その他周囲の景観及び美観を損ねるおそれがあるとき。

　（４）　集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると

　　　き。

　（５）　その他自由通路の通行上又は管理上支障が生じるおそれがあるとき。

４　指定管理者は、自主事業として第１項各号に掲げる行為をする場合は、同項の承

　認を前条に規定する市長との協議をもって代えることができる。

５　市長は、第１項に規定する指定管理者の承認を受けずに同項各号の利用をしたと

　認められる者に対し、当該利用の中止その他必要な措置を講ずるよう命ずることが

　できる。

　（利用期間及び利用時間）

第２０条　自由通路の利用期間は、１年を超えることができない。ただし、更新を妨

　げない。

２　自由通路の利用時間は、別表第１に掲げる範囲内とする。

　（利用時間の変更）

第２１条　指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を

　得て、利用時間を変更することができる。

　（利用の承認の取消し等）

第２２条　指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、自由通路の利用の

　承認を取り消し、若しくは利用を中止させ、停止させ、又は制限することができる。

　（１）　第１９条第１項に規定する承認を受けた者（以下「利用者」という。）が、利

　　　用の取消しを申し出たとき。

　（２）　利用者が、承認された内容の変更を申し出たとき。

　（３）　利用者の利用が、第１９条第３項各号に該当するとき。

　（４）　利用者が、承認された内容と異なる利用を行い、又は利用条件を遵守しなか

　　　ったとき。

　（５）　利用者の利用が、法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し

　　　ているとき。



　（６）　利用者が、不正な手段で承認を受けたとき。

　（７）　公益上必要があると認められるとき。

　（利用料金の収入）

第２３条　自由通路の利用料金（以下「利用料金］という。）は、指定管理者の収入

　として収受させるものとする。

　（利用料金）

第２４条　利用料金の額は、別表第１に掲げる金額の範囲内において、指定管理者が

　あらかじめ市長の承認を得て定める。

　（利用料金の徴収等）

第２５条　前条に規定する利用料金は、指定管理者が指定する期日に徴収する。

２　指定管理者は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず別に納付期

　限を指定し、利用料金を徴収することができる。

　（利用料金の減免）

第２６条　指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除

　することができる。

　（利用料金の不還付）

第２７条　既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると

　認めたときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することがで

　きる。

　（利用権の譲渡等の禁止）

第２８条　利用者は、自由通路の利用に係る権利を他人に譲渡又は転貸してはならな

　い。

　（市長による運営管理）

第２９条　第１９条第１項から第３項まで及び第５項の規定、第２０条から第２７条（第２３

　条を除く。）までの規定並びに別表第１の規定は、指定管理者に代わって、市長が

　自由通路の運営管理を行う必要が生じた場合について準用する。この場合において、

　これらの条文及び別表第１中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあ



　るのは「市長」と、「承認」とあるのは「許可」と、「利用時間」とあるのは「使

　用時間」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第２０条中「利用期間」とある

　のは「使用期間１と、第２１条中「認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」を

　「認めるときは］と、第２２条中「利用者］とあるのは「使用者］と、「利用条件」

　とあるのは「使用条件」と、第２４条中「別表第１に掲げる金額の範囲内において、

　指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。」とあるのは「別表第１に定め

　る額とする。」と、別表第１中「利用面積」とあるのは「使用面積」と読み替える

　ものとする。

　　　第３章行為の制限

　別表を削り、附則の次に別表として次の２表を加える。

別表第１（第２０条、第２４条関係）

区　分 利用時間 利用の単位 利用料金

募金、署名活動、広報活動そ

の他これらに類する行為

催事、興行その他これらに類

する行為

午前８時から

午後８時まで

音楽活動その他これらに類す

る行為

午前１０時から

午後９時まで

１平方メートル

につき１回

６５０円

業として行う写真又は映画等

の撮影

１日 １０，０００円

　備考

　　利用の単位が面積で定められている場合において、利用面積に１平方メートル未

　満の端数が生じたときは、その端数を１平方メートルとして計算する。

別表第２　（第３５条関係）

区分 単位 期間の

単位

金額



電線その他線類 １メートル 年 １５円

郵便差出箱 １個 年 １，０４０円

公衆電話所 １個 年 ２，４７０円

自由通路に隣接する建物等から接続

する通路その他これらに類するもの

１平方メートル 年 ４，３５０円

物品置場その

他これらに類

するもの

一時的に設けるもの １平方メートル

日

６５円

その他のもの １平方メートル

月

６５０円

広告板、掲示

板その他これ

らに類するも

の

一時的に設けるもの 表示面積１平方

メートルにつき

月

６５０円

その他のもの 表示面積１平方

メートルにつき

年 ６，５３０円

立て看板 一時的に設けるもの １枚

日

６５円

その他のもの １枚

月

６５０円

旗ざお 一時的に設けるもの １本

日

６５円

その他のもの １本

月

６５０円

幕 一時的に設けるもの 表示面積１平方

メートルにつき

日

６５円

その他のもの 表示面積１平方

メートルにつき

月

６５０円

第３３条第１項第６号に該当する物件

等の設置

海老名市道路占用料徴収条例（昭和

４６年条例第１６号）別表を準用する。

備考

　１　占用料の金額が年で定められている場合において、占用期間が１年に満たな

　　いとき又は１年未満の端数を生じたときは、月割をもって計算する。

　２　占用料の金額が月で定められている場合において、占用期間に１月未満の端



　　数が生じたときは、その端数を１月として計算する。

　３　占用面積に１平方メートル未満の端数が生じたときは、その端数を１平方メ

　ートルとして計算する。

別図を次のように改める。



別図（第２条関係） 海老名駅自由通路平面図

相模鉄道
海老名駅

小田急電鉄
海老名駅

東日本旅客鉄道
海老名駅

凡例

自由通路の区域



　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則に定める

期日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

　（準備行為）

２　指定管理者の選定に係る行為は、この条例の施行の日前においても行うことがで

　きる。


